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１．環境経営方針

宮武電機株式会社は、ライフラインである電気工事業、電気通信工事業を経営しており、

以下の環境経営方針を通じて北海道の豊かな環境、地域環境への貢献に積極的に取り組み、

ステークホルダーの方々に環境経営をより一層推進し、継続的に改善を行うことを

宣言します。

１．　二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減

２．　資源の有効利用・再利用を推進し省資源への取組み

３．　一般廃棄物、産業廃棄物の分別の徹底及び削減

４．　環境関連法規の遵守

５．　建設工事現場での環境配慮工事の推進

６．　従業員へ環境方針の周知及び情報の共有化

2023年1月1日
宮武電機株式会社

代表取締役　奈良　康弘

2023年度目標



２．組織の概要

１）　名称及び代表者名

名　　称 宮武電機株式会社

代表者名 代表取締役　奈良　康弘

２）　所在地

本社 北海道士別市大通西13丁目1619番地3

TEL：0165-23-1155

Mail：info@miyatake-denki.comFAX:0165-23-1156

旭川支社 北海道旭川市東鷹栖東1条3丁目137番地

TEL：0166-57-3325

Mail：info-asahikawa@miyatake-denki.comFAX:0166-57-3326

３）　環境管理責任者及び担当者

４）　事業内容

電気工事業 北海道知事許可（特-１）上　第01132号

電気通信工事業 北海道知事許可（特-１）上　第01132号

５）　事業規模

※令和５年４月１日現在

６）　対象期間及び発行日

対象期間：令和５年１月１日～３月３１日

レポート発行日：令和５年５月１２日

売上高

延べ床面積
219.37㎡（社屋）

470.25㎡（倉庫）

20　名

工事件数 8件　

本社

935,829千円（Ｒ３年度）
894,458千円（Ｒ４年度）

支社

12　名

187.97（社屋）

116.00㎡（倉庫）

従業員数

加藤　翼

平間　美保

北内　夢華

齊藤　久

工事部営業課環境担当者

環境管理責任者

工事部環境担当者

木村　和貴

岡本　哲哉

工事現場環境担当者（旭川支社）

工事現場環境担当者（本社）

旭川支社環境担当者

総務部環境担当者

中村　龍也



３．実施体制

環境管理責任者

工事部環境担当者

工事部営業課環境担当者

総務部環境担当者

旭川支社環境担当者

工事現場環境担当者（本社）

各担当責任者

１．EA21の運用・実施

２．環境管理責任者の指示による文書・記録の作成

３．運用状況の確認

岡本　哲哉

平間　美保

北内　夢華

齊藤　久

中村　龍也工事現場環境担当者（旭川支社）

加藤　翼

構成要素 役割、責任及び権限

環境経営責任者 代表者（社長）

環境管理責任者 （MR）

４．環境活動の取組結果を代表者へ報告

３．環境経営目標・環境経営計画書を作成

２．環境関連法規等の取りまとめ表を承認

１．環境経営システムの構築・実施・管理

７．環境経営レポートの承認

６．全体の評価と見直し・指示

５．環境経営目標・環境経営計画書を承認

４．環境経営方針の策定・見直し

３．環境管理責任者の任命

　　費用、時間等経営資源を準備

２．環境経営システムの実施に必要な人員、設備、

１．環境経営に関する統括責任

５．環境経営レポートの作成責任

木村　和貴



４．環境経営目標及び実績
対象期間のCO2排出量　　39,371 kg-CO2

北海道電力2021年度　排出係数（調整後）　0.533を使用

注１）水使用量は、地方工事の借家の有無により大きく変動し、その他は事務所使用のみであるから、目標設定はせず、運用基準を遵守する

　　　灯油使用量も気候により大きく使用量が変動することから、数値目標は設定せず運用基準を遵守する

注２）化学物質の使用はないため目標設定をしていない

注３）売上あたりの使用量については、1,000千円単位で算出する

※期間売上（2022年）469.477千円　（2023年）324.338千円

注４）2023年度以降の在庫数量の記載については、棚卸し前であるため数量を確定していないため記載できず

2022年

1月～3月

使用量

2022年

1月～3月

目標換算

2023年

1月～3月

使用量

2023年

1月～3月

目標換算

建設現場ガソリン使用量の削減

目標値：売上あたりの使用量

　　　（前年より1％削減）

※注３

3,650.65ℓ 7.78ℓ 5,197.24ℓ 16.02ℓ ×
売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

建設現場軽油使用量の削減

目標値：売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

※注３

2,490.05ℓ 5.30ℓ 3,653.9ℓ 11.20ℓ ×
売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

電気使用量の削減

目標値：売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

※注３

7,238kWh 15.41kWh 11,811kWh 36.42kWh ×
売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

売上あたりの使用量

（前年より1％削減）

灯油使用について運用基準を遵守

※注1
〇 同左 同左

在庫量の減少

（個・ｍ合算）

目標値：前年比1％削減

※注4

25,382 27,895.6 26,964.60 - 〇 前年比1％削減 前年比1％削減

水使用について運用基準を遵守

※注1
〇 同左 同左

一般廃棄物量の削減

目標値：前年比１％削減
〇 前年実績より1％減少 前年実績より1％減少

産業廃棄物分別体制の整備

（リサイクル化も含む）

目標値：23年度中に整備

〇
産業廃棄物排出量

前年実績より1％減

産業廃棄物排出量

前年実績より1％減

環境配慮型工事の提案

目標値：提案件数年間10件
〇 提案件数11件 提案件数12件0 5

運用基準を遵守 運用基準を遵守

255 0

達成 達成

2024年度目標 2025年度目標

運用基準を遵守 運用基準を遵守

2023年度目標

実績

達成

状況
2023年度年間目標 2024年度年間目標



５．環境活動計画の取組結果

・インフラゼロカーボン工事実施

・エコ資材の利用

・リサイクル資材の積極的活用

・LED照明、人感センサーの提案

・産業廃棄物の処理

・木くずリサイクル率の向上

・分別体制の整備

・一般廃棄物の処理

目標

灯油使用について
運用基準を遵守

電気使用量の削減

建設現場軽油
使用量の削減

建設現場ガソリン
使用量の削減

環境配慮型工事の推進

産業廃棄物分別体制の整備
（リサイクル化も含む）

一般廃棄物量の削減

水使用について
運用基準を遵守

在庫量の減少

〇

〇

△

〇

継続

継続

〇 継続

結果 見直し活動内容

・乗合移動の徹底

・エコドライブの徹底

・作業手順の効率化

・乗合移動の徹底

・エコドライブの徹底

・作業手順の効率化

・節電を心がける

・暖房の温度・冷房の温度調整

・残業の削減

継続

継続

継続

△ 継続

△ 継続

〇 継続

継続

〇

〇 継続

継続

継続

継続

継続

継続

〇

〇

△

提
案
・
推
進

〇

〇

〇

〇

〇

・運用基準の作成

・在庫の明確化

・在庫情報の共有

・在庫管理運用基準の遵守

・注文ミスの削減

・分別種類の明記

・雑紙の回収業者選定

・運用基準の作成

〇 継続

△ 継続

二
酸
化
炭
素
削
減

廃
棄
物
削
減

省
資
源
の
取
組
み

〇

△

〇

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続

〇

〇

△

継続

・コピー用紙の使用削減



６．環境活動目標・計画の評価及び次年度の計画

電気使用量の削減

灯油使用について
運用基準を遵守

在庫量の減少

水使用について
運用基準を遵守

一般廃棄物量の削減

産業廃棄物分別体制の整備
（リサイクル化も含む）

環境配慮型工事の推進

評価

各従業員が運用基準を順守していたが、昨年より遠隔地
での工事場所が多くあったため、ガソリンの使用量が大
幅増となった。

各従業員が運用基準を順守していたが、昨年より遠隔地
での工事場所多くあったこと、建設機械を多く使用する
工事があったことが原因で軽油使用量の大幅増となっ
た。

旭川支社が新社屋を新設し、オール電化ということもあ
り、電気使用量が増加した。本社・支社共に運用基準で
制定した内容を徹底していた行動が見られた。

運用基準を順守することができた。また、旭川支社が新
社屋を新設し、オール電化のため灯油の使用量を大幅に
削減することにつながった。

在庫数量の把握するためのシステムを考え、実践してい
るため、在庫量削減への意識を向けることができた。数
量についても年に２回の棚卸しで全数を把握していくた
め、より、数値化することが可能となっている。

運用基準を順守することができたため、目標を達成する
ことができた。

本社・旭川支社共に運用基準を順守することができたた
め、一般廃棄物を削減することができた。今年度はまだ
未排出となっているため、現時点では目標達成となって
いる。

ゴミ箱や廃棄場所を明示することが本社・支社共に実施
することができた。廃棄物への意識付けが出来たと評価
できる内容となっている。

各官庁発注の工事において、北海道インフラゼロカーボ
ン工事を提案し実施することができた。また、実施した
ことにより、工事施行成績点が加点となり、前年度より
も数値が上昇している傾向が見える。

目標

建設現場ガソリン
使用量の削減

建設現場軽油
使用量の削減

継続

継続

次年度の
計画

継続

継続

継続

継続

継続

継続

継続



７．環境関連法規の順守状況の確認及び評価の結果

防火上安全な場所、火気を使用しないこと、常に整理及び清掃を行い空箱等不要物を置かな
いこと。漏れ、あふれ、飛散させないこと

〇 2023.4.3 木村

容器の転倒、落下、衝撃、引きずる等粗暴な扱いをしないこと。容器は危険物の性質に合い、破
損、腐食、裂け目のないこと

〇 2023.4.3 木村

地震等で転落、転倒、損傷をうけないこと 〇 2023.4.3 木村

危険物を貯蔵取扱の場所には、取り扱っている表示、危険物の類、品名、最大数量、防火に必
要な事項の掲示板を設けること

〇 2023.4.3 木村

危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することが
できる構造とすること

〇 2023.4.3 木村

危険物を取り扱う配管は十分な強度を有すること。劣化、変形しないこと、腐食しないこと、接合
部は点検できること

〇 2023.4.3 木村

第31条の3 屋外貯蔵取扱
危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には架台は不燃材料で堅固に造るとともに高さ6
メートルを超えて容器を貯蔵しないこと

〇 2023.4.3 木村

板圧規定どおり、地震、落雪で転倒落下しないこと、外面のさび止め、通気口は引火防止、雨水
侵入防止

〇 2023.4.3 木村

危険物量が表示できること。配管には開閉弁をつけること。配管接合部は損傷しない位置。点検
に必要な空間があること

〇 2023.4.3 木村

第31条の2 危険物技術上基準 炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと 〇 2023.4.3 木村

維持管理 適正に維持管理をおこなうこと 〇 2023.4.3 木村

第31条の3(2)
指定数量未満の危険物等の

貯蔵及び取扱の届出
指定数量の五分の一以上指定数量以下の貯蔵取扱は所轄消防署に届け出ること 〇 2023.4.3 木村

灰捨場は、不燃材料で造り、建築物又は工作物の可燃性の部分から火災予防上安全な距離を
保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合で、燃えがら等が飛散しな
いよう火災予防上安全な措置を講じたときはこの限りでない。

〇 2023.4.4 加藤

多量の燃料を使用する場合の燃料置場は、火源と火災予防上安全な距離を保つこと 〇 2023.4.4 加藤

第３条(16) 灯油，重油その他の液体燃料
燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は地震等により容易に転倒又は落下しないように
設けること。水抜きができる構造とすること

該当なし

第5条 火災通報場所
火災を発見した者が通報すべき場所は、消防本部又は消防署（出張所及び分遣所を含む。）と
する

〇 2023.4.4 加藤

住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けなけれ
ばならない

〇 2023.4.4 加藤

住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期
限を明示すること

〇 2023.4.4 加藤

第34条
指定数量未満の危険物等の

貯蔵及び取扱いの基準

(1)みだりに火気を使用しないこと
(2)常に整理及び清掃を行うとともに、不必要な物件を置かないこと
(3)危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること
(4)危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応
し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること
(5)危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、転倒させ、落下させ、衝撃を
加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと
(6)危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が
転落、転倒し、又は他の落下物により損傷を受けない
よう必要な措置を講ずること

〇 2023.4.4 加藤

第35条1～8

指定数量の1/5以上
指定数量未満の危険物等の

貯蔵及び取扱いの
技術上の基準

(1)危険物を貯蔵し、取り扱う場所には、標識、掲示板及び表示設備を設けること
ア　見やすい箇所に、危険物を貯蔵し、取扱っている旨並びに危険物の類、品名及び最大数量
を記載した標識並びに防火に関し必要な事項を提示した掲示板を設けること
(11)危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと

〇 2023.4.4 加藤

第62条
指定数量未満の危険物等の

貯蔵及び取扱の届出
指定数量の五分の一以上指定数量以下の貯蔵取扱は所轄消防署に届け出ること 〇 2023.4.4 加藤

士別市火災
予防条例

第30条
～

第32条

指定数量未満の危険物の
貯蔵及び取扱いの基準

第31条
指定数量5分の1以上

指定数量未満の取扱い

第3条(16) タンクの技術基準

確認詳細 確認者
適合確認
(年月日)

環境法規制等
の名称/略称

条項番号 関係項目

住宅用防災報知設備の設置

旭川市
火災予防条例

指定数量を越えた
場合の届出

措定数量の1/5を
越えた時の届出

第3条(15) 灰捨場及び燃料置場

第33条の2



第10条 標識等
標識等の様式は以下の通りとする
・少量危険物貯蔵取扱所(幅30cm以上、高さ60cm以上、白地に黒字)
・火気厳禁(幅30cm以上、高さ60cm以上、赤字に白字)

〇 2023.4.4 加藤

第19条 少量危険物の届出等 指定数量の五分の一以上指定数量未満の貯蔵取扱は所轄消防署に届け出ること 〇 2023.4.4 加藤

法12条2 事業者の処理 産業廃棄物が運搬されるまで省令産業廃棄物保管基準に従うこと 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

周囲に囲いが設けられていること 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

北海道の条例は横120cm以上　高さ100cm以上(旭川の条例は横60以上　高さ60以上)
保管の施設の出入口に掲示板の準備

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

（イ）　産業廃棄物の保管の場所である旨 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

（ロ）　保管する産業廃棄物の種類 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

（ハ）　保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう
に次に掲げる措置を講ずること

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、蝿その他の害虫が発生しないようにすること 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法12条3 産業廃棄物の運搬処分を他人に委託する場合は法14条8項に定められたものに委託すること 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法14条8 収集運搬処分の許可
産業廃棄物の収集運搬許可、処分の許可を許可権者より受けたもの(５年以内更新)
委託業者の許可期限は切れていないか

〇
2023.4.3
2023.4.5

木村
加藤

法12条6 産業廃棄物の運搬処分を委託する場合は政令で定める基準に従うこと 〇
2023.4.3
2023.4.6

木村
加藤

他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の
運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業
廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること

〇
2023.4.3
2023.4.5

木村
加藤

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、
かつ、環境省令で定める書面が添付されていること

〇
2023.4.3
2023.4.5

木村
加藤

委託する産業廃棄物の種類及び数量、産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的
地の所在地産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在
地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力委託契約書及び
書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の4 委託契約書に添付すべき書面の詳細(業の許可証のコピー等) 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の4-2 委託契約書に含めるべき事項の詳細(有効期間、料金、産業廃棄物の性状等) 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の4-3 契約書の保存期限 契約終了日から五年 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法12条5
産業廃棄物の運搬処分を委託する場合には、発生から最終処分の終了まで適正に行われる措
置を講ずること

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法12条の3 産業廃棄物管理票

産業廃棄物運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと
同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るもので
ある場合にあっては、その処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数
量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業
廃棄物管理票（以下単に「管理票」という）を交付しなければならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法12条の3-6
管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当
該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で
定める期間保存しなければならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の26 管理票の保存期間 保存期間は五年間 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法12条の3-7
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを
都道府県知事に提出しなければならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の27 管理票交付者の報告
産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の
一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場
の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

旭川市
火災予防規制

令6条の2

保管基準

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

規8条

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

委託の基準

法12条の3-8

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれら
の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写
しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握す
るとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の28
管理票の写しの送付は管理票の交付の日から90日、最終処分が終了した旨が記載された管理
票の写しの送付は管理票交付の日から180日

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の20 産業廃棄物管理票の 交付 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること   〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の21 管理票の記載事項
管理票記載事項の詳細(交付年月日交付番号、氏名住所、事業場名称住所、
交付担当者名、等)

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の13 特別管理産業廃棄物
PCBの保管基準（容器に入れて密封、形状を変更しない、腐食防止、飛散防止、高温にさらさな
い、等）

該当なし

産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に以下の項目を表示すること
(排出業者が自社で運搬する場合)

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

2.排出業者名 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

産業廃棄物の運搬車は以下の書類を常時携帯すること(排出業者が自社で運搬する場合)

1.氏名又は名称及び住所 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

2.運搬する産業廃棄物の種類、数量 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

3.運搬する産業廃棄物を積載した日 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

4.積載した事業場の名称、所在地、連絡先 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

5.運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

第19条の3 事業系一般廃棄物 市は、事業系産廃物の収集、運搬は行わないものとする。 〇 2023.4.3 木村

第19条の4 事業者は、その事業系一般廃棄物を処分するため、市の施設に搬入することができる。 〇 2023.4.3 木村

第2条
一般廃棄物の容器及び

排出基準
事業系一般廃棄物を排出する者は、集積場所、保管場所等の清潔を保持すること 〇 2023.4.4 加藤

第4条
事業者は、その事業系一般廃棄物（事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう）を自らの責任に
おいて適正に処理しなければならない

〇 2023.4.4 加藤

第4条-2
その事業系一般廃棄物の再生利用等に努めるとともに、包装、容器等の適正化を図ることによ
り、その減量に努めなければならない

〇 2023.4.4 加藤

第4条-3
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合におい
て、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない

〇 2023.4.4 加藤

第4条-4
事業者は、廃棄物の減量、分別排出その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力し
なければならない

〇 2023.4.4 加藤

30条 騒音防止装置 自動車は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し基準に適合するもの 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

31条
ばい煙、悪臭のあるガス、

有害ガス等の発散防止装置
自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければ
ならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

一般高圧ガス
保安規則

(アセチレンガス)
規60条 その他消費に係る技術

バルブ開閉は静かに、粗暴な取扱禁止、腐食防止、火気禁止
溶接・切断用のアセチレンガスの消費は、ガスの逆火、漏洩、爆発等を防ぐ措置

該当なし

水銀電池、蛍光管HIDランプ
保管：他の物と混合させないように仕切りを設ける。掲示板への記載

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
委託：「廃水銀等/水銀ばいじん等/水銀使用製品産業廃棄物」許可を受けた業者に委託する

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
マニュフェストには別欄に記載する

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
運搬：破砕、他との混合を防ぐ

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
回収・処分：委託先の能力確認

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀環境汚染
防止法

法24条
水銀使用製品
産業廃棄物

道路運送車両の
保安基準

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

士別市廃棄物
処理条例

旭川市廃棄物
処理条例

事業者の責務

廃棄物処理
施工令第6条
第1項第1号イ

運搬表示義務について

書類の携帯義務について



法12条の3-8

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、管理票の写しの送付を受けないとき、又はこれら
の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写
しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握す
るとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の28
管理票の写しの送付は管理票の交付の日から90日、最終処分が終了した旨が記載された管理
票の写しの送付は管理票交付の日から180日

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の20 産業廃棄物管理票の 交付 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること   〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の21 管理票の記載事項
管理票記載事項の詳細(交付年月日交付番号、氏名住所、事業場名称住所、
交付担当者名、等)

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規8条の13 特別管理産業廃棄物
PCBの保管基準（容器に入れて密封、形状を変更しない、腐食防止、飛散防止、高温にさらさな
い、等）

該当なし

産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車の両側面に以下の項目を表示すること
(排出業者が自社で運搬する場合)

1.産業廃棄物を収集運搬している旨の表示 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

2.排出業者名 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

産業廃棄物の運搬車は以下の書類を常時携帯すること(排出業者が自社で運搬する場合)

1.氏名又は名称及び住所 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

2.運搬する産業廃棄物の種類、数量 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

3.運搬する産業廃棄物を積載した日 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

4.積載した事業場の名称、所在地、連絡先 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

5.運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

第19条の3 事業系一般廃棄物 市は、事業系産廃物の収集、運搬は行わないものとする。 〇 2023.4.3 木村

第19条の4 事業者は、その事業系一般廃棄物を処分するため、市の施設に搬入することができる。 〇 2023.4.3 木村

第2条
一般廃棄物の容器及び

排出基準
事業系一般廃棄物を排出する者は、集積場所、保管場所等の清潔を保持すること 〇 2023.4.4 加藤

第4条
事業者は、その事業系一般廃棄物（事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう）を自らの責任に
おいて適正に処理しなければならない

〇 2023.4.4 加藤

第4条-2
その事業系一般廃棄物の再生利用等に努めるとともに、包装、容器等の適正化を図ることによ
り、その減量に努めなければならない

〇 2023.4.4 加藤

第4条-3
事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合におい
て、その適正な処理が困難になることがないようにしなければならない

〇 2023.4.4 加藤

第4条-4
事業者は、廃棄物の減量、分別排出その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力し
なければならない

〇 2023.4.4 加藤

30条 騒音防止装置 自動車は、騒音を著しく発しないものとして、構造、騒音の大きさ等に関し基準に適合するもの 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

31条
ばい煙、悪臭のあるガス、

有害ガス等の発散防止装置
自動車は、運行中ばい煙、悪臭のあるガス又は有害なガスを多量に発散しないものでなければ
ならない

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

一般高圧ガス
保安規則

(アセチレンガス)
規60条 その他消費に係る技術

バルブ開閉は静かに、粗暴な取扱禁止、腐食防止、火気禁止
溶接・切断用のアセチレンガスの消費は、ガスの逆火、漏洩、爆発等を防ぐ措置

該当なし

水銀電池、蛍光管HIDランプ
保管：他の物と混合させないように仕切りを設ける。掲示板への記載

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
委託：「廃水銀等/水銀ばいじん等/水銀使用製品産業廃棄物」許可を受けた業者に委託する

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
マニュフェストには別欄に記載する

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
運搬：破砕、他との混合を防ぐ

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀電池、蛍光管HIDランプ
回収・処分：委託先の能力確認

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

水銀環境汚染
防止法

法24条
水銀使用製品
産業廃棄物

道路運送車両の
保安基準

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律

士別市廃棄物
処理条例

旭川市廃棄物
処理条例

事業者の責務

廃棄物処理
施工令第6条
第1項第1号イ

運搬表示義務について

書類の携帯義務について

家電リサイクル法 第6条
事業者及び

消費者の責務

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄
物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料
金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しな
ければならない

該当なし

法2条 定義

フロン：クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボン
第一種特定製品：業務用の機器で冷媒としてフロン類が充てんされているもの、エアコンディショ
ナー、冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む）
(「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法特定エアコンディショナーをい
う)

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法16条 点検
第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品の使
用等に際して取り組むべき措置機器の適切な場所への設置、簡易定期点検(全ての機器)、定期
点検(一定規模以上の機器)、漏洩発見時の対応

〇 2023.4.4 加藤

法19条
フロン類算定

漏えい量等の報告等
第一種特定製品の管理者は、毎年度、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める
事項を報告しなければならない

該当なし

管理第一種特定製品を一台以上使用等をするもの 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上   該当なし

二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力
の合計が七・五キロワット以上

該当なし

輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送
用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該
圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規則5条
フロン類算定漏えい量の

集計の方法
フロン類の種類ごとに区分して集計する
企業その他の事業者（国及び地方公共団体を含む）、業種、都道府県

該当なし

法41条
第一種特定製品廃棄等

実施者の引渡義務
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者（以下「第一種特定製品廃
棄等実施者」という。）は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充てん回収業者に対し、
当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない

〇 2023.4.4 加藤

法43条
第一種特定製品廃棄等

実施者による書面の交付等

第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類
を自ら第一種フロン類充てん回収業者に引き渡すときは、当該第一種フロン類充てん回収業者
に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない

〇 2023.4.4 加藤

規則28条 第一種特定製品廃棄 第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充てん回収業者への書面の交付 該当なし

規則29条 第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項 該当なし

規則30条 第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付 該当なし

規則31条 第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項 該当なし

第一種特定製品廃棄等実施者は主務省令で定める期間保存しなければならない 該当なし

第一種特定製品廃棄等実施者は、引取証明書の交付若しくは第二項の規定による引取証明書
の写しの送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引
取証明書若しくは引取証明書の写し若しくは虚偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書
の写しの交付若しくは送付を受けたときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない

該当なし

規則32条 第一種特定製品廃棄等実施者の書面の写し等の保存期間：3年 該当なし

規則47条 第一種特定製品廃棄等実施者の報告：交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする 該当なし

〇
2023.4.4
2023.4.4

木村
加藤

北海道循環型
社会形成推進条例

条例３２条
第１項

産廃処分業者への処分状況の
定期確認と記録保管（年１回）

（委託した処分の状況の確認及び記録等）
・当該委託に係わる処分が行われる施設の状況
・当該委託に係わる処分のための産業廃棄物の保管の状況
・条例第３２条第１項の規定による記録は、事業者の事務所に備え置き、同条第１項の規定による
確認をした日から起算して５年を経過する日までの間、保存しなければならない。

フロン類の使用の
合理化及び

管理の適正化に
関する法律

(フロン排出抑制法)

規則2条
第一種特定製品の

管理者に対する勧告
に係る要件

法45条 引取証明書



※環境関連法規への違反はありません。なお、関係当局より違反等の指摘はありません

家電リサイクル法 第6条
事業者及び

消費者の責務

事業者及び消費者は、特定家庭用機器をなるべく長期間使用することにより、特定家庭用機器
廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、特定家庭用機器廃棄物を排出する場合にあって
は、当該特定家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう、特定家庭用機器廃棄
物の収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し、その求めに応じ料
金の支払に応じることにより、これらの者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しな
ければならない

該当なし

法2条 定義

フロン：クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボン
第一種特定製品：業務用の機器で冷媒としてフロン類が充てんされているもの、エアコンディショ
ナー、冷蔵機器及び冷凍機器（冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む）
(「第二種特定製品」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法特定エアコンディショナーをい
う)

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

法16条 点検
第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品の使
用等に際して取り組むべき措置機器の適切な場所への設置、簡易定期点検(全ての機器)、定期
点検(一定規模以上の機器)、漏洩発見時の対応

〇 2023.4.4 加藤

法19条
フロン類算定

漏えい量等の報告等
第一種特定製品の管理者は、毎年度、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める
事項を報告しなければならない

該当なし

管理第一種特定製品を一台以上使用等をするもの 〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

 圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七・五キロワット以上   該当なし

二以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品にあっては、当該電動機の定格出力
の合計が七・五キロワット以上

該当なし

輸送用冷凍冷蔵ユニットのうち、車両その他の輸送機関を駆動するための内燃機関により輸送
用冷凍冷蔵ユニットの圧縮機を駆動するものにあっては、当該内燃機関の定格出力のうち当該
圧縮機を駆動するために用いられる出力が七・五キロワット以上

〇
2023.4.3
2023.4.4

木村
加藤

規則5条
フロン類算定漏えい量の

集計の方法
フロン類の種類ごとに区分して集計する
企業その他の事業者（国及び地方公共団体を含む）、業種、都道府県

該当なし

法41条
第一種特定製品廃棄等

実施者の引渡義務
第一種特定製品の廃棄等を行おうとする第一種特定製品の管理者（以下「第一種特定製品廃
棄等実施者」という。）は、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充てん回収業者に対し、
当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を引き渡さなければならない

〇 2023.4.4 加藤

法43条
第一種特定製品廃棄等

実施者による書面の交付等

第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類
を自ら第一種フロン類充てん回収業者に引き渡すときは、当該第一種フロン類充てん回収業者
に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない

〇 2023.4.4 加藤

規則28条 第一種特定製品廃棄 第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類充てん回収業者への書面の交付 該当なし

規則29条 第一種特定製品廃棄等実施者の書面の記載事項 該当なし

規則30条 第一種特定製品廃棄等実施者による第一種フロン類引渡受託者への委託確認書の交付 該当なし

規則31条 第一種特定製品廃棄等実施者の委託確認書の記載事項 該当なし

第一種特定製品廃棄等実施者は主務省令で定める期間保存しなければならない 該当なし

第一種特定製品廃棄等実施者は、引取証明書の交付若しくは第二項の規定による引取証明書
の写しの送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引
取証明書若しくは引取証明書の写し若しくは虚偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書
の写しの交付若しくは送付を受けたときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない

該当なし

規則32条 第一種特定製品廃棄等実施者の書面の写し等の保存期間：3年 該当なし

規則47条 第一種特定製品廃棄等実施者の報告：交付した委託確認書の写しを提出して行うものとする 該当なし

〇
2023.4.4
2023.4.4

木村
加藤

北海道循環型
社会形成推進条例

条例３２条
第１項

産廃処分業者への処分状況の
定期確認と記録保管（年１回）

（委託した処分の状況の確認及び記録等）
・当該委託に係わる処分が行われる施設の状況
・当該委託に係わる処分のための産業廃棄物の保管の状況
・条例第３２条第１項の規定による記録は、事業者の事務所に備え置き、同条第１項の規定による
確認をした日から起算して５年を経過する日までの間、保存しなければならない。

フロン類の使用の
合理化及び

管理の適正化に
関する法律

(フロン排出抑制法)

規則2条
第一種特定製品の

管理者に対する勧告
に係る要件

法45条 引取証明書



８．代表者による全体の評価と見直し・指示

４）環境経営システム

・初年度の運用となるため、運用基準・スケジュール・組織体制については現状維持とする。

・昨今の建設業におかれては、国・北海道発注の建設工事も環境に関する取組みについては評価している。弊社はこれまで環境に関す
る取組みとしては地域のボランティア活動、社内の環境整備等を実施していたが、環境に対する目標、活動計画の制定をしていなかっ
た。また、今回のEA21で弊社にとって新しい取組みを制定し実践している。加えて、今回の組織体制については更なる成長を促すため
中堅職員・若手職員を中心に組成した。当面現状で継続する。

＜環境経営方針、環境経営目標、環境経営活動計画及び環境経営システムに関する変更の必要性と指示＞

１）環境経営方針について

・初年度の運用となり、運用期間が短いため環境方針については変更なしとする。

２）環境経営目標について

・初年度の運用となり、年間通しての比較ができていないため現状のままの目標とする。

３）環境経営活動計画（運用基準、スケジュール、組織体制等）について

２．代表者（代表取締役）からのアウトプット

・令和５年１月～３月までの運用では問題点はなかった。

＜外部からの苦情などの受付け状況及び対応結果＞

・外部からの苦情等はありませんでした。建設工事現場で各現場代理人が協力会社等に安全協議会などで充分に周知した。また、発注者側
へも周知するため現場事務所や施工計画書にも環境経営方針や運用基準等を掲載した。

＜当社に影響する法規制の動向＞

・初年度となるため、最新の法規制を記載して運用しているので改訂等の必要性はない。

＜環境に関連する取引先からの「グリーン調達」情報＞

・北海道開発局では令和５年度から遠隔臨場が北海道インフラゼロカーボン工事の対象外となった。今後は、違う分野でゼロカーボンを実
施していく必要がある。加えて、令和５年度からインフラゼロカーボン工事を申請する場合は、施工計画書にもその内容を記載すること
となっている。

＜EA21環境経営システムの改善提案＞

・初年度の運用となるが、環境経営目標については想定通り前年とバラつきがみられたため、目標数値の比較対象数値を売上あたりで比
較しているが、今年度を基準値として取扱うように改訂していった方が良いのではないかと考える。今年度は新社屋の新設等もあり、環
境負荷実績に係る影響が多く出たとしとなり、今後はこの数値がベースになってくるの可能性が高いため。

＜前回の指示事項の取組結果＞

・初年度の運用となるため前回の指示事項等はなし。

＜問題点の是正処置及び予防処置の結果＞

１．環境管理責任者からのインプット

＜法的及びその他の要求事項の順守評価結果＞

・環境法規等に準じて運用基準等を制定し従業員に周知し、運用基準及び環境法規の遵守を実施することができた。特に資源の省力化、一
般廃棄物及び産業廃棄物の明示等を実施したことで環境法規の順守に繋がった。

＜環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況、その評価結果＞

・二酸化炭素排出量及びエネルギー使用量の削減については運用基準を制定し実施したが、遠隔地の工事、旭川支社社屋を新設しオール電
化となったため、目標数値を達成することができなかった。灯油使用量については運用基準を順守することができた。
・省資源への取組みについては、目標数値としては、現段階で棚卸しを実施していないため、目標数値が達成できているかは不透明であ
るが、システムを構築し、運用基準の作成、各従業員へ周知、棚卸しを年２回実施することを決定できたことが現時点で評価できる。水
使用については運用基準を順守できているため、目標達成と評価する。
・一般廃棄物の削減については、今年度は一度も排出していないため、前年度より大幅に減少させることができている。雑紙の回収業者
選定、一般廃棄物の処分方法、ペーパーレス化を進めた結果が出ていると評価できる。
産業廃棄物の分別体制については、運用開始してから運搬車両はじめ、倉庫内の分別明示について取組むことができたので目標達成と評価
できる。
・環境配慮型工事の提案については、発注者側へ北海道インフラゼロカーボン工事として提案している。元請けとなる工事においては、
全てで提案ができており、目標達成と評価できる。



９．環境活動の評価

【 エアコン点検 】 【 消火器定期点検 】

【 従業員への周知 】 【 新入職員への説明 】

【 外部への周知 】 【 地域貢献 】


